
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第３０１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年８月２９日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市 大下
おおげ

島灯台から真方位０２２°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１１.６′ 東経１３３°５５.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三十八住
すみ

吉
よし

丸、１９トン 

２６０－４３８９６広島、住吉汽船有限会社 

Ｂ 台船 S K
エスケー

１０１、長さ６０ｍ×幅２２ｍ×深さ３.３ｍ 

なし、所有者不詳 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ａ 甲板員、一級小型船舶操縦士 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 船首船底部擦過傷 

Ｂ 船首凹損 

事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.８ｍ、船尾約２.７ｍの喫

水で、タンク製品約２００トンを積載したＢ船をえい
．．

航し、安芸
あ き

灘
なだ

を約

５ノットの速力で自動操舵により航行中、単独で船橋当直中の甲板員が居

眠りに陥り、平成２１年８月２９日０５時４０分ごろ、大下島北西岸に乗

り揚げた。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して大下島沖を航行中、

単独で船橋当直中の甲板員が、付近に船がいなか

ったことから気が緩み、いすに座った状態で居眠

りに陥り、変針予定場所を通過して大下島に向け

て航行し、両船が同島北西岸に乗り揚げたものと

考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船をえい
．．

航して大下島沖を航行中、単独で船橋当

直中の甲板員が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大下島に向

け航行し、両船が同島北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

 




